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■
平
成　

年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保

２４

険
料
額
決
定
通
知
書
・
納
入
通
知
書

を
７
月　

日
に
発
送
し
ま
す

１７

　

対
象
者
は
６
月　

日
ま
で
に
後
期

３０

高
齢
者
医
療
制
度
の
資
格
を
取
得
し

後
期
高
齢
者

医
療
制
度

後
期
高
齢
者

医
療
制
度

た
方
で
す
。

　

な
お
、
５
月
１
日
以
降
、
国
民
健

康
保
険
（
国
保
）
か
ら
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
加
入
し
た
方
は
、
国
民

健
康
保
険
税
と
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
両
方
の
納
入
通
知
書
が
届
き

ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
加
入
月
数
で
計

算
さ
れ
て
い
ま
す
。

▼
保
険
料

計
算
方
法
…
保
険
料
は
個
人
単
位
で

計
算
（
表
１
参
照
）

▼
保
険
料
率
の
変
更

ア　

均
等
割
額
…
４
万　

円
（
平
成

１００

　

・　

年
度
は
３
万
７
千　

円
）

２２

２３

８００

イ　

所
得
割
率
…
８
・　

舒
（
平
成

１９

　

・　

年
度
は
７
・　

舒
）

２２

２３

１８

▼
保
険
料
の
軽
減

ア
均
等
割
額
の
軽
減
…
同
一
世
帯
の

加
入
者
お
よ
び
世
帯
主
の
総
所
得
金

額
な
ど
の
合
計
額
に
よ
り
、
均
等
割

額
を
軽
減
（
表
２
参
照
）。

イ
所
得
割
額
の
軽
減
…
「
旧
た
だ
し

書
き
所
得
」が　

万
円
ま
で
の
方
は
、

５８

所
得
割
額
を
軽
減
（
表
３
参
照
）。

▼
こ
れ
ま
で
被
用
者
保
険
の
被
扶
養

者
で
あ
っ
た
方
へ
の
軽
減

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
の
前

日
ま
で
会
社
の
健
康
保
険
等（
国
保
・

国
民
健
康
保
険
組
合
以
外
）
加
入
者

の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方
は
、
所
得

割
額
は
か
か
ら
ず
、
均
等
割
額
の
１

割
が
保
険
料
と
な
り
ま
す
。

▼
支
払
い
方
法

　

年
金
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
と
納

付
書
払
い
ま
た
は
口
座
振
替
払
い

（
普
通
徴
収
）が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

納
付
書
払
い
と
年
金
天
引
き
の
両
方

で
支
払
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

年
金
天
引
き
の
方
…
４
月
か
ら
新
た

に
年
金
天
引
き
が
開
始
さ
れ
た
方
、

平
成　

年
２
月
に
年
金
天
引
き
と
な

２４

っ
て
い
る
方
が
対
象
で
す
。
た
だ

し
、
保
険
料
の
変
更
な
ど
に
よ
り
平

成　

年
９
月
か
ら
納
付
書
払
い
に
変

２４

わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
年
金
天
引
き
か
ら
口
座
振

替
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

納
付
書
払
い
の
方
…
納
付
書
払
い
の

方
に
は
、
７
月　

日
に
発
送
す
る
保

１７

険
料
額
決
定
通
知
書
・
納
入
通
知
書

に
納
付
書
を
同
封
し
ま
す
の
で
、
金

融
機
関
な
ど
で
お
支
払
い
く
だ
さ

い
。

口
座
振
替
払
い
の
方
…
口
座
振
替
払

い
の
方
に
は
振
替
先
情
報
を
記
し
た

保
険
料
額
決
定
通
知
書
・
納
入
通
知

書
を
郵
送
し
、
各
納
期
に
自
動
的
に

振
り
替
え
ま
す
。

▼
こ
れ
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
す
る
方
へ

　

被
保
険
者
証
（
保
険
証
）
は
、　
７５

歳
の
誕
生
日
の
前
日
ま
で
に
簡
易
書

留
郵
便
で
住
所
地
へ
送
り
ま
す
。
ま

た
、
保
険
料
は
誕
生
月
か
ら
発
生
し

ま
す
。
４
〜
６
月
生
ま
れ
の
方
は
７

月
に
、
７
月
以
降
生
ま
れ
の
方
は
誕

生
月
の
翌
月
に
保
険
料
納
入
通
知
書

を
郵
送
し
ま
す
。

　

い
ず
れ
も
l
保
険
年
金
課
高
齢
者

医
療
係

■
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を

お
持
ち
の
方
へ

▼
新
し
い
保
険
証
を
７
月　

日
に
発

１３

送
し
ま
す

　

現
在
交
付
し
て
い
る
保
険
証
は
平

成　

年
７
月　

日
㈫
で
期
限
が
切
れ

２４

３１

ま
す
。
８
月
以
降
医
療
機
関
な
ど
に

か
か
る
際
は
、
必
ず
新
し
い
保
険
証

を
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
自
己
負
担
割
合
の
判
定
に
つ
い
て

　

医
療
機
関
な
ど
を
受
診
す
る
際
、

所
得
の
状
況
に
応
じ
て
、
か
か
っ
た

医
療
費
の
１
割
ま
た
は
３
割
の
一
部

負
担
金
を
支
払
い
ま
す
。
一
部
負
担

金
の
割
合
は
、
８
月
１
日
を
基
準
日

と
し
て
、
平
成　

年
度
住
民
税
課
税

２４

標
準
額
に
よ
り
判
定
し
ま
す
（
表
４

参
照
）。

 
▼
３
割
負
担
の
方
は
申
請
に
よ
り
負

担
割
合
を
変
更
で
き
ま
す

　

平
成　

年
中
の
収
入
額
の
合
計
が

２３

表
５
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合

は
、
申
請
日
の
翌
月
か
ら
負
担
割
合

が
１
割
に
変
更
で
き
ま
す
。

　

８
月
１
日
の
判
定
に
向
け
て
、
該

当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
に
は
、
６
月

末
に
お
知
ら
せ
（
基
準
収
入
額
適
用

申
請
書
）
を
送
付
し
ま
し
た
。

▼
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
へ

　

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証（
認
定
証
）

を
窓
口
で
提
示
す
る
と
、
外
来
や
入

●一部負担金の割合判定基準
　（平成２４年８月１日から） 表４

一部
負担金の
割合

平成２４年度
住民税課税所得額
（課税標準額）

区分

１割１４５万円未満の後期高齢者医
療被保険者一般

３割
１４５万円以上の後期高齢者医療
被保険者および同じ世帯の後
期高齢者医療被保険者

現役
並み
所得者
※住民税課税所得額とは、住民税の総所得金額な
どから住民税の所得控除を差し引いた額ですの
で、所得税の課税所得額のことではありません

院
時
の
窓
口
で
支
払
う
医
療
費
の
自

己
負
担
限
度
額
や
入
院
時
の
食
事
代

が
減
額
さ
れ
ま
す
。
認
定
証
の
交
付

を
受
け
る
に
は
、
申
請
が
必
要
で
す

（
表
６
参
照
）。

　

な
お
現
在
、
認
定
証
を
お
持
ち
の

方
は
、
７
月　

日
㈫
で
期
限
が
切
れ

３１

ま
す
。
引
き
続
き
対
象
に
な
る
方
に

は
、
認
定
証
を
７
月
下
旬
に
送
付
し

ま
す
。
手
続
き
は
不
要
で
す
。

f
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
で
本

人
を
含
む
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課

税
の
方
k
①
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
②
印
鑑
③
平
成　

年
度
住
民

２４

税
非
課
税
証
明
書
（
平
成　

年
１
月

２４

１
日
現
在
、
市
内
在
住
で
税
の
申
告

を
さ
れ
た
方
は
不
要
）
を
持
参
、
ま

た
は
郵
送
※
郵
送
の
場
合
①
・
②
は

不
要

　

い
ず
れ
も
l
保
険
年
金
課
高
齢
者

医
療
係
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abdegh下表のとおりj１歳６カ月～未就学児の保育あ

りk電話ま
たはＥメールで。住所、氏名、電話番号を記入l女性いきいきチャレ
ンジ応援協議体事務局（緯８４３－３００６死info@herstory１１０１.net）

●ワンコイントライアル講座（受講料５００円※材料費別途）
材料費定員講師会場日時講座名

３００円１５人
山本純代氏
（NARD　JAPAN　認定
アロマアドバイザー）

多摩平の森
ふれあい館

８／７㈫
１０：００～１２：００

ストレスフリーDe
健康美！（フランス
式アロマテラピー）

１,６００円

１２組
（幼稚園
年中以上
の親子）

白武一美氏
（JHBS講師、製パン技
能士１級）

市民の森
ふれあい
ホール

８／１１㈯
１０：００～１３：３０夏の親子パン教室

３００円８組
（親子）

佐伯有香氏
（はり師・きゅう師）

多摩平の森
ふれあい館

８／２１㈫
１０：００～１１：３０

はり師・きゅう師が
教える～ママのお家
Deツボ療法

２,３００円２０人

小笠原京子氏
（日比谷花壇フラワーア
カデミー認定インストラ
クター）

８／２５㈯
１３：３０～１５：３０

都内でしか学べなか
ったプリザーブドフ
ラワー・フローラル

●１カ月の医療費の自己負担限度額 表６
入院時の食事代（１食あたり）自己負担限度額（月額）※注６区分負担

割合 入院＋外来（世帯単位）外来（個人単位）

２６０円
８０,１００円＋（医療費が２６７,０００円を超えた
場合、超えた額の１％を加算）※注２４４,４００円現役並み所得者

※注１３割

４４,４００円１２,０００円一般

１割

２１０円過去１年の入院期間が９０日以下
２４,６００円

８,０００円

区分Ⅱ
※注３住民税

非課税
世帯等

１６０円過去１年の入院期間が９１日以上
（確認書類が必要）※注５

１００円１５,０００円区分Ⅰ
※注４

※注１　現役並み所得者とは、住民税課税所得額（課税標準額）１４５万円以上の後期高齢者医療被保険者および同じ世帯の後期高齢者医療被保険者
　　　　住民税課税所得額とは、住民税の総所得金額等から住民税の所得控除を差し引いた額です
※注２　過去１２カ月以内に４回以上後期高齢者医療で高額療養費の支給を受ける場合（多数該当）の４回目からの限度額は４４,４００円になります
※注３　区分Ⅱとは、世帯全員が住民税非課税の方
※注４　区分Ⅰとは、世帯全員が住民税非課税で、さらに世帯全員の所得が０円（年金収入の場合には８０万円以下）の方
※注５　入院期間が９１日以上とは、「限度額適用・標準負担額減額認定証（区分Ⅱ）」の交付を受けていた期間内の入院日数が該当します
※注６　７５歳到達月（１日生まれ、障害認定の方は除く）に限り、１カ月の個人の自己負担限度額（外来・入院）が２分の１になります

●平成２４年度　後期高齢者医療保険料の計算式 ?????? 表１
均等割額＝４０，１００円（世帯の所得により軽減あり）
所得割額＝｛総所得金額等−３３万円（基礎控除）｝※注１×０．０８１９

（本人の所得により軽減あり）
年間保険料※注２＝均等割額＋所得割額

※注１下線部分を「旧ただし書き所得」と呼んでいます。
※注２限度額５５万円。年度途中の場合は、月割りで計算。１００円未満

の端数は切り捨て

●平成２４年度　均等割額の軽減 ???????????????????? 表２
対象者均等割額軽減割合

総所得金額等の合計が３３万円（基礎控除）以下で、後
期高齢者医療制度の被保険者全員が年金収入８０万円
以下で他の所得がない場合

 ４，０１０円９割

総所得金額等の合計が３３万円（基礎控除）以下の場合 ６，０１５円８．５割
総所得金額等の合計が３３万円（基礎控除）＋（２４．５万
円×世帯主を除く被保険者数）以下の場合２０，０５０円５割

総所得金額等の合計が３３万円（基礎控除）＋（３５万円
×被保険者数）以下の場合３２，０８０円２割

※公的年金所得がある方は、総所得金額等の合計額からさらに１５万円
が控除されます。

●平成２４年度　所得割額の軽減 ???????????????????? 表３
所得割額の軽減割合旧ただし書き所得（公的年金収入の場合）
所得割額を全額減額１５万円（公的年金収入１６８万円）まで
所得割額を７５％減額２０万円（公的年金収入１７３万円）まで
所得割額を５０％減額５８万円（公的年金収入２１１万円）まで

※旧ただし書き所得とは、総所得金額等から３３万円（基礎控除）を引
いた金額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません
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④

●収入額による一部負担金（１割負担）判
定基準（平成２４年８月１日から） 表５

平成２３年中の
収入額の合計世帯区分

３８３万円未満同一世帯に後期高齢者医療被
保険者の方が１人のみ

合算して
５２０万円未満

同一世帯に後期高齢者医療被
保険者の方が２人以上
同一世帯に後期高齢者医療被
保険者の方が１人で７０～７４歳
の方がいる場合
※収入額とは、必要経費などを差し引く前の金額
で所得額とは異なります




